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施設管理者名 ○○⼟地改良区 点検者名 農業 太郎
施設名 ○○⽤⽔路 点検場所（変状位置） ○×県○○市 

点検⽇時 2017年11⽉28⽇ 前回点検⽇時 2017年7⽉○⽇
施設規模 コンクリート開⽔路 B×H＝1500×2000 対策⼯法名 ○×パネル⼯法

所⾒

変状の写真 変状位置図

継ぎ⽬部に段差 5mm程度

遠景

近接 ○○⽤⽔路 ○○地点 右岸天端

11(4)  日常点検 

対策工に対する日常点検は、対策工法の施工後に、対策工法の効果の発現性や持続性、対策

工法や母材の変状の有無を把握することを目的に、施設管理者が実施する調査であり、外観目

視を基本として実施する。 

 

【解説】 

日常点検は施設管理者が特殊な装置や技能によらず、変状の有無や進行性を早期に発見する

ことを目的にして実施する。 

表 11.4-1 日常点検における対策工法の効果の確認内容 

実施項目 実施内容 

外観目視 

 目視により対策工法や母材の欠損、ひび割れ、剥離

等の変状を探査する。 

 変状が認められた場合、変状箇所の全景、近接写真

を撮影したうえで、変状位置がわかるように地図や施

設管理図に記録する。 

 変状の大きさ等をコンベックス等で計測し、記録す

る。必要に応じてチョーク等で範囲を明示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11.4-1 日常点検記録様式の例 
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11(5)  モニタリング調査 

対策工に対するモニタリング調査には、変状の発生状況とその進行性等を把握するために継

続的に調査・計測する基本調査と、変状の要因究明や母材変状の進展への影響を確認する際に

実施する詳細調査がある。 

モニタリング調査における調査頻度や調査方法については、対策工法の完成度・信頼度、施

設の重要度を踏まえて施設監視計画により設定する。また、基本調査は、目視と打音調査によ

り実施し、必要に応じて定量的な調査を実施する。 

 

【解説】 

詳細調査は、基本調査の結果を踏まえて調査の必要性、項目を検討した上で実施する。調査

内容については、対策工法や発生変状の種類、程度に応じて、モニタリング調査計画を個別に

検討する。なお、詳細調査の実施の判断や具体の調査方法の検討にあたっては、必要に応じて

学識経験者に意見を求めることが望ましい。モニタリング調査の流れを図 11.5-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11.5-1 モニタリング調査フロー図 

：モニタリング調査の実施項目 

：本書等の技術図書の補完 

：再対策の検討 

（補修後の施設の機能診断評価・再対策の検

NO

・基本情報の記録・収集整理
（施設情報、工法情報、施工管理

情報、維持管理情報）

・モニタリング計画の策定

要対策

基本調査
・原則、目視や打音による調査

※必要に応じて定量試験の実施

摩耗量調査・付着強度試験

変状・劣化が確認されたか

詳細調査
（対策工法の性能把握、母材変状

の進展具合の把握、変状発生要

因の特定）

・調査手法は個別に検討

YES

NO

母材変状の進展がある

変状発生要因が特定できない

YES
又は不明

再対策方法の検討

再対策の実施

・長寿命化対策の課題の整理

・対策工法の改良・改善

・対策工法の要求性能の見直し

・対策工法の設計手法の改善

・再対策要否判定方法の検討

経過観察

変状要因の究明

再対策の要否判定

長寿命化対策の実施

・技術情報の収集・蓄積

・モニタリング計画の見直し
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11(5)ア  対象範囲 

補修・補強後のコンクリート開水路を対象とし、定点を設定しモニタリング調査を実施す

る。 

定点を設ける際は、対象施設を現地踏査し、水路形式や断面形状等の施設構造形式、対策

工法の要求性能や設計条件、施工業者、対策工法の種類、補修施設の変状の程度に着目し、

これらの条件が類似した施設状態を代表する標準的な区間及び、変状の著しい区間を 低１

スパン選定する。 

なお、定点の設定理由や施設全体の状態等が分かるように、現地踏査で確認した変状の位

置や特記事項、定点調査箇所等を平面縦断図や展開図に記録する。 

 

11(5)イ  調査時期 

モニタリング調査項目の内容に適した時期を選定する。 

 ・通水性、止水性：かんがい期（通水期間） 

 ・上記以外の性能：非かんがい期（通水停止期間） 

また、コンクリート構造物は寒暖差により膨張・収縮するため、前回実施した調査月日・

調査時の気温にも留意する必要がある。 

特に、ひび割れが発生している場合、温度変化による伸縮の影響は拘束条件の緩やかなひ

び割れ部分に集まり、ひび割れ幅が変動し、かつその変動幅は施設の使用環境条件に応じて

異なる。そのため、ひび割れの進行性を確認するためには、前回測定時と同じ気象・通水条

件の下で継続的に測定することが望ましい。また、当該施設の温度変化によるひび割れ幅の

変動量を測定することにより、調査時の温度条件を踏まえたひび割れ幅の補正が可能となり、

より効率的に調査を行うことが可能となる。 
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11(5)イ(ア)  基本調査 

基本調査は、長寿命化対策後に、対策工法の効果の発現性や持続性、施設の再劣化の進行

性を把握することを目的に、定期的に実施する調査であり、目視・打音等の簡易な調査を基

本として実施する。 

 
【解説】 

基本調査は点検技術者が特殊な装置や技能によらず、変状の進行を監視できる範囲で実施

する。その際、安価で多大な労力を必要とせずに、補修工法の変状や性能低下の早期検出を

可能とすることが重要である。 

基本調査における調査手法の例を以降のとおり示す。 

 

11(5)イ(ア)1)  目視 
変状は、外的要因により発生することもあることから周辺状況の変化にも注意を払う。

また、発生変状の位置や範囲がわかるようにスケッチ（三面展開図）を作成し、ひび割れ

位置やその他の表面変状は、調査物表面に直接チョークで書き込み、写真により記録する。 

変状箇所については、原則可能な限り同じ箇所の変状を全て拡大写真で撮影する。 

また、側壁外面が調査できる場合は、これについても調査、記録する。 

変状の発生要因や進行性を検討する際は、変状の発生位置と形状、母材の変状の発生状

況、対策時の施工管理結果、施設周辺の環境条件等を十分踏まえた上で評価する。また、

変状が発生している箇所としていない箇所での条件の違い等にも着目することが重要であ

る。(写真 11.5.1-1 を参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 11.5.1-1 目視調査における留意点 

 

 

 

母材に変状があった地点で変状

が発生しやすい。母材の変状を

確認しておく。 

断面修復やひび割れ補修を行った上に表面被覆をした

箇所に浮き等の変状が発生しやすい。断面修復等の施

工箇所を確認しておく。 

フェンスの支柱が既設母材に埋設されており、

既設母材に拘束ひび割れが発生。表面被覆工法

にも同様に拘束ひび割れが発生。変状発生要因

となりそうな施設の周辺状況を確認しておく。 
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図 11.5.1-1 目視・打音調査展開図記入例 

【ひび割れ記載例】
W（幅） ＝○．○○mm
Ｌ（延長）＝○．○cm

写真番号 ひび割れ 剥離・剥落

浮き エフロレッセンス 鉄筋露出・錆汁

粗骨材 細骨材 塗装垂れ

漏水（痕跡） 滞水 その他

ひび割れ 浮き・剥離・剥落 鉄筋露出

エフロレッセンス その他

ひび割れ補修

断面修復工 目地補修

※凡例は必要に応じて追加する。

凡　例

新規変状

（H24年度

調査）

母材変状

（H22年度

調査
補修工

（H23年度

施工）

エフロレッセンスを伴うひび割れ補修

①

下流 

測点№ 測点№ 
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11(5)イ(ア)2)  打音調査 
施工を行った範囲（定点１スパン 10 m 程度）について、表面被覆工を小ハンマー（200 

g 程度）や打診棒を用いて、打音（反射音）を確認する。打撃間隔は、10～20 cm とし、異

音があった箇所は細かく打撃して範囲を確定し、チョーク等で範囲を示して写真やスケッ

チで記録する。  

全体目視・打音調査では、下表に示す変状に留意して、写真やスケッチに記録する。（表

11.5.1-1、写真 11.5.1-2 参照） 

 

表 11.5.1-1 表面被覆・表面含浸・断面修復工法調査時において着目する変状・留意点 

対策工法 着目する変状・留意点 

無機系被覆材  
（断面修復工

法含む）  

・目地周辺、ハンチ部におけるひび割れや剥離を確認

する。 
・躯体ひび割れに連動したひび割れや剥離を確認す

る。 
・炭酸カルシウム等の被覆材成分の溶脱、析出を確認

する。 
・流水部、水位変動部の摩耗を確認する。  
・水抜き孔周辺の変状を確認する。 

＊無機系被覆材の浮きは目視では確認しにくいた

め、 打音調査により、「既往躯体コンクリートと被

覆材」若しくは「断面修復等の重ね塗り境界」で剥

離していないか確認することが重要である。 

 
 

亀裂
ひび割れ

剥離・剥落

浮き

欠損

 

有機系被覆材  

・目地周辺、ハンチ部におけるひび割れや剥離を確認

する。 
・躯体ひび割れに連動したひび割れや剥離を確認す

る。 
・被覆材表面の微細なひび割れを確認する。 
・水抜き孔周辺の変状を確認する。 

＊有機系被覆材の変状は表面の微少なものから生じ

ることが多いため、近接して観察することが重要で

ある。 

膨れ

浮き

剥離・剥落

亀裂

 

パネル・シー

ト材  

・接合部の隙間や剥がれを確認する。 
・施工時の切り傷を確認する。 
・シート、パネルの剥離、剥落を確認する。 

＊パネルやシートの浮きは目視では確認しにくいた

め、打音調査により、確認することが重要である。 

 

亀裂
ひび割れ

剥離・剥落

浮き

浮き

シート系接着工

パネル系接着工

欠損

モルタル流出痕
（浮き）

皺

 

 

 

 

 

 

      クラックスケール      テストハンマー・打診棒        コンベックス 

写真 11.5.1-2 使用する主な調査器具 
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表 11.5.1-2 目地補修工法・ひび割れ補修工法の調査時において着目する変状・留意点 

対策工法 着目する変状・留意点 

成型ゴム工法  
・成型ゴムの離脱や目地切れについて確認する。  
・ハンチ部等、成型ゴムの端部からの剥離に特に

留意する。  ひび割れ

欠損

浮き

 

充填工法（シーリ

ング・パテ） 
＊有機系ひび割れ

補修材含む  

・紫外線等の経年的な材料劣化に特に留意する。  
・表面の細かいひび割れや材料の浮き、変形収縮

剥離の有無を 確認する。  ひび割れ

欠損

浮き

 

充填工法（止水セ

メント・モルタ

ル） 
＊無機系ひび割れ

補修材含む  

・目地の伸縮に対する追従性が低い材料なので、

特に目地切れの有無を確認する。  
・ひび割れの拡大や施工後の乾燥収縮の影響によ

るひび割れや材料の浮きの有無を確認する。  

ひび割れ

欠損

浮き

 

被覆工法（テー

プ・シート貼付） 

・テープやシートの端部からの剥離を特に確認す

る。  
・打音により浮きや膨れの有無についても丁寧に

確認する。  

接着面

亀裂

ひび割れ

膨れ

剥離・剥落

浮き
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【参考】 調査時の写真撮影・記録例 

ひび割れ等の表面変状は、直接チョークで範囲と測定値を書き込み、写真撮影する。 

変状毎にチョークの色を変えると分かり易い。  

 （例） 

  ・ひび割れ：白色チョークで発生位置と幅（支配的なひび割れ幅）と延長を書き込む  

  ・浮き：黄色チョークで発生範囲と 大幅と 大長さを書き込む  

  ・摩耗、剥離剥落：ピンク色チョークで発生範囲と 大幅と 大長さを書き込む（摩耗 or 剥

離剥落か分かるよう書き込む）  

  ・漏水：水色チョークで発生位置を書き込む 

写真撮影は、なるべくスケールをあてた状態で撮影し、経年的な変状の進行具合を確認できるよ

うにする。 

写真は、写真 No.、調査月日、測点、測定箇所（左・右岸壁 or 底版）、水位条件（気中部・水位

変動部・常時水中部）、変状と測定結果を記録し整理する。 

変状発生箇所は、経年的に進行具合を調査できるよう、シールの貼付（変状の始点終点に貼付

等）や木杭の設置等の、工法に影響を与えない方法により特定、管理するものとする。 (図

11.5.1-2 を参照) 

 

 

図 11.5.1-2 写真撮影・記録の例 

 

チョーク等  

調査月日 調査月日 

浮き 写真撮影・記録（例） ひび割れ 写真撮影・記録（例） 

チョーク等  
○○幹線水路（○月○○○幹線水路（○月○日） 

写真Ｎｏ. 写真Ｎｏ. 

前回調査月日等 前回調査月日等 

＊スケールを入れる 

（○月○日の１） 

（クラック

0.20mm） 

（○月○日の１） 

（クラック

0.20mm） 

1 
Ｎｏ.10

右岸壁

37 

右岸壁
Ｎｏ.80+4.0 

＊スケールを入れる 
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11(5)イ(ア)3)  定量的調査 
基本調査においては、対策工法の経年的な変化を定量的に評価する目的で、以下の計測

調査を実施する。 

調査したデータについては、対策工法の再劣化の過程や、その要因を究明するために用

いるものとする。 

 

1.  摩耗量調査 

摩耗量調査は、摩耗による減厚や凹凸の発生の可能性がある「無機系表面被覆工」を対

象として実施することを基本とする。 

有機系表面被覆工については、摩耗による劣化が少ないため、摩耗量調査は必要に応じ

て実施するものとする。なお、有機系の表面被覆工で摩耗量調査を実施する場合は、削孔

跡が劣化要因にならないように十分に留意する。 

摩耗量調査については、コンクリートピンの突出高さの計測や超音波膜厚計による膜厚

測定等が実施されているが、精度や適用性に課題があるため、摩耗量調査にはコンクリー

トピンを２本設置し、２本のピン間の壁面表面の高さを計測する方法で実施する。 

コンクリートピンは、ステンレス製のホールインアンカーを利用し、アンカーピンの突

出高さが 5～10 mm 程度になるように、電動ドリルで先に穴を空け（ドリルに目印をつけ、

所定の深さまで削孔する）、ホールインアンカーを打ち込む。２つの基準ピンの高さはで

きるだけ同一にし、コンクリートピンの固定は経年的なブレや変化がないように確実に実

施する。 

なお、調査箇所数は、底版及び側壁で 低各 1 か所を基本とし、施設使用環境条件等が

異なる場合は、調査箇所数を増やすものとする。開水路壁面への基準点の設置例を図

11.5.1-3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 11.5.1-3 開水路壁面への基準点の設置例 

既設コンクリート

表面被覆材 対策時の表面位置

基準点用ピン

計測用ピン

最も摩耗が起こりやすいと想定される箇
所に流向に対して直交するように設置す
る。

 

 

 

型取りゲージ（L＝150 mm）による観測を行う場合 
  ・コンクリートピンは、a＝10 mm b＝45、60 mm 
  ・コンクリートピン間長さは、L＝100 mm（芯間） 
  ・コンクリートピンの被覆面からの突出高さは、5～10 mm 

100mm 
も摩耗が起こりやすいと想定される箇所に流向

に対して直交するように設置する。 
・側壁部： 多頻度の水位の２割水深部（流速が

も早い箇所として想定）を観測できる位置  
・底版部：中央部 
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